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【国際特許分類】
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   Ｃ０７Ｃ  21/18     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｃ０７Ｃ   21/18     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   17/383    　　　　
   Ｃ０７Ｂ   61/00     ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月6日(2017.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ｅ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンを（Ｚ）１－クロロ－３，３，
３－トリフルオロプロペンに変換する方法であって、
　（Ｅ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペン、または（Ｚ）１－クロロ－３
，３，３－トリフルオロプロペンが約５重量％未満である（Ｅ）１－クロロ－３，３，３
－トリフルオロプロペンおよび（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンの
混合物から本質的になる供給原料流を提供すること；
　前記供給原料流を、（Ｅ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンの少なくと
も一部を（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンに変換するのに十分な時
間、１５０℃から３５０℃の間で保持される加熱面と接触させ、生成物流を生成すること
；および
　前記生成物流を蒸留して（Ｅ）および（Ｚ）異性体を互いに分離すること；
を含む、前記方法。
【請求項２】
　（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンを（Ｅ）１－クロロ－３，３，
３－トリフルオロプロペンに変換する方法であって、
　（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペン、または（Ｚ）１－クロロ－３
，３，３－トリフルオロプロペンが約１５重量％を超える（Ｅ）１－クロロ－３，３，３
－トリフルオロプロペンおよび（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンの
混合物から本質的になる供給原料流を提供すること；
　前記供給原料流を、（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンの少なくと
も一部を（Ｅ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンに変換するのに十分な時
間、５０℃と３５０℃の間で保持される加熱面と接触させ、生成物流を生成すること；お
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よび
　前記生成物流を蒸留して（Ｅ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンおよび
（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンを互いに分離すること；
を含む、前記方法。
【請求項３】
　前記生成物流が、約５重量％から約１７重量％の間の（Ｚ）１－クロロ－３，３，３－
トリフルオロプロペンを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記生成物流中の（Ｅ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンの量が、前記
供給原料流中の（Ｅ）１－クロロ－３，３，３－トリフルオロプロペンの重量％より少な
くとも５％多い、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　内部表面、第１の開口部、第２の開口部、前記第１と第２の開口部とを流体接続する経
路、および前記経路に配置された充填材料が含まれる温度制御反応容器を提供することを
さらに含み、ここで前記加熱面には、前記内部表面および前記充填材料が含まれる、請求
項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記供給原料流が、前記供給原料流を前記加熱面と接触させる工程の前に気化されてい
る、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記加熱面には、充填材料の外部表面が含まれる、請求項１から６のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項８】
　前記充填材料が、金属酸化物、ハロゲン化金属酸化物、ルイス酸金属ハロゲン化物もし
くはゼロ価金属、またはこれらの混合物もしくは合金を含む触媒材料である、請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記触媒材料が、ＡｌＦ３、フッ素化Ｃｒ２Ｏ３、またはＣｒ２Ｏ３である、請求項８
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記変換方法が試薬を含まない、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
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